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─  

 

≤│ 

日本農業技術検定は、農業高校、農業大学校、農学系大学などで学ぶ学生や生徒、新規就

農や独立就農をめざす農業専門校等での研修生、農業後継者、農業法人の従業員、ＪＡなど

農業団体や農業関連企業等の職員・社員などを対象として、農業技術の知識と技能の習熟度

を客観的に評価することをねらいとしています。 

わが国の“農業界”の人材育成を目的として平成19年度から実施しており、農林水産省と文

部科学省の後援を得ています。 

 

─  

   試験の区分は、検定のレベルに応じて「１級・２級・３級」の３つの種類があります。また、誰もが

受験できる「学科試験」と一定の要件が必要な「実技試験（１級・２級のみ）」があります。  

【３級】 農作業の意味が理解できる「入門レベル」 

【２級】 農作物の栽培管理等が可能な「基本レベル」 

【１級】 農業の高度な知識・技術を習得している「実践レベル」 

※具体的な出題範囲は、日本農業技術検定のホームページ等で公表しています 

（http://www.nca.or.jp/kentei）。 

※合格基準は、【３級】は１００点満点の原則６０％以上、【２級】１００点満点の原則７０％以上、 

【１級】１２０点満点の原則７０％以上です。 

 

 

 

 

─ ╖  

    個人で申し込む「一般受験」と、学校、団体・企業などで一括して申し込む「団体受験」があり

ます。いずれも、インターネットで申し込みます。  
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     ２０２０年度の受験料は次のとおりです。「団体受験」は５人以上の受験者が必要です。 

β │⁸ 10 ─ ╩ ⇔√ ╩ ∫≡™╕∆  
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─ⱷꜞ♇♩ 

   農業大学校や農学系大学の一部では、合格者に対して推薦入学枠を設けたり、入学金等の

減免の措置を講じているところがあります。ＪＡや農業法人等では職員の業務遂行上の資格や

資質向上にむけて、また一部大学では農場実習の補完として活用されています。 

  さらに、新規就農希望者にとっては、農業法人等への就農のアピールにもなり、雇用就農者

においては営農における研修成果として活用されています。 

 

 

日本農業技術検定は、「学科試験」と「実技試験」から構成されています。 

「学科試験」は、誰もが受験でき、１級・２級は学科試験だけの受験も可能です。 

「実技試験」（１級・２級のみ）は、１級・２級ともに学科試験の合格者が受験できます（要件を満

たす場合は実技試験の免除が受けられます）。 
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≤  

   試験領域は３級、２級、１級で決まっており、その内容は日本農業技術検定のＨＰで公表して

います。 

   具体的な試験問題は、一部をＨＰで例示してありますが、３級と２級の試験問題については、

 「過去問題集」が全国農業高等学校長協会や全国農業会議所から出版されています。３級と２

級のテキストは、全国農業高等学校長協会から出ています。 

   １級の試験問題は現在市販されておりません。必要な方は、氏名と送付連絡先を明記して、

全国農業会議所（メール：kentei@nca.or.jp）にお申し込みください（日本農業技術検定ＨＰの「問

題集・事例」参照）。試験問題をコピーして実費（２，０００円/年度）にて郵送いたします。 

 

 

   試験問題の正答表は、試験後、日本農業技術検定ＨＰで公表いたします。 

※1 １級の学科試験合格者。２年間以上の就農経験を有する者、または検定協会が定

める事項に適合する者(ＪＡ営農指導員、普及指導員、大学等付属農場の技術職員

、農学系大学生で農場実習等４単位を取得している場合も就農経験と同等と見なし

ます)は、１級実技試験の免除制度があります。 

※2 ２級の学科試験合格者。１年以上の就農経験を有する者、または農業高校・農業

大学校など２級実技水準に相当する内容を授業などで受講した者、 ＪＡ営農指導員

、普及指導員、大学等付属農場の技術職員、学校が主催する任意の講習会等を受

講した者は、２級実技試験の免除規定が適用できます。 

mailto:kentei@nca.or.jp
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─  

 

 

① すべての級を合わせた受験者が合計５名以上であること。 

② 試験会場を実施団体で準備・提供すること。 

③ 試験当日は、試験官として１名以上（可能な限り１教室２名）で担当すること。 

④ 日本農業技術検定試験実施要領に基づき、当技術検定を厳正公正に実施できること。 

⑤ 試験会場として知り得た情報を開示、漏洩しないこと。 

⑥ 試験実施に当たっては、日本農業技術検定協会の指示に従うこと。 

 

   

    １）受験者が２級と３級を併願する場合などは、同一人物でも２名とカウントします。 

    ２）厳正公正に試験を実施するため、試験官は可能な限り１室２名の配置をお願いします。 

 

─  

      団体受験を実施する団体の試験官は、就任に当たって、次の事項を定めた「誓約書」を日

本農業技術検定協会に提出してください（詳細は「１１．試験官」を参照）。 

     なお、試験に不正があった場合は、団体受験者全員の合格を取り消します。 

 

① 試験運営マニュアル等試験に関する規程を遵守すること。 

② 試験問題等を試験実施日まで適正に管理し、問題を漏洩しないこと。 

③ 職務上知り得た情報を開示、漏洩しないこと。 

④ 試験実施に当たっては、厳正公正に行うこと。 

 

 

    １）「誓約書」の提出は、試験官が複数の場合には代表者１名の提出で差し支えありません。 

    ２）都道府県農業会議の場合は「誓約書」の提出は不要です。 

 

─ ╡ ™ 

      会場の使用に当たって「行政財産使用申請書」が必要になる場合は、技術検定協会が申

請手続きを行います（詳細は「８．行政財産使用申請書の取り扱い」参照）。 
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─  

 

₈꜡◓▬fi₉⅛╠₈ ╖ ₉╕≢─ ╣ 

    ①ログインから、⑥受験申込受付メールの確認とログインＩＤとパスワードの取得までの流

れは、次のとおりです。 

（検定試験の回ごとに新規の申し込み手続きが必要です。今回の検定を初めてお申し込

み頂く場合には、「① ログイン」から手続きを行ってください。） 

  

 

① ログイン（『団体 新規申込み』画面をクリック） 

        ↓ 

② メールアドレスの入力および個人情報の取り扱いの確認・同意 

        ↓ 

③ アドレス確認のメールの受信および団体情報登録画面のＵＲＬへのアクセス 

        ↓ 

④ 団体情報の入力と確定（申し込みの手続き） 

    ⅰ) 団体基本情報の入力 

    ⅱ) 試験官報酬、行政財産使用申請書、請求書発行の有無チェック 

 

    ＊団体登録メールの確認（ＩＤとパスワードの取得） 

団体登録の完了後、操作を中断しても、団体登録メールが登録アドレスへ送 信され

て、ＩＤとパスワードを取得できます。 

      なお、申込みは、受験者名を登録しないと完了していませんので、後ほど必ず受験者

名を入力してください。その場合取得したＩＤとパスワードで、ログインします。 

     「団体 新規申込み」から再度同じ操作をすると、団体がダブって登録されます。 

        ↓ 

   ⑤ 受験者名簿の登録 

    ⅰ) 受験者の登録 

    ⅱ) 受験者の一括登録 

    ⅲ) ２級実技試験の免除（事前登録制度あり） 

    ⅳ) 受験者の確定 

        ↓ 

   ⑥ 受験申込受付メールの確認とＩＤとパスワードの取得 
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꜡◓▬fi 

   ① 下記の方法により『日本農業技術検定 一般・団体 申込フォーム』画面へ入ります 

  

    ֘ ⱨ◊כⱶ ⌐ ╢ ֙ 

◎ ⱨ◊כⱶのＵＲＬ（https://nouken-info.net/dantai/login.php）にアクセスします。 

◎または、日本農業技術検定 HPの『新着情報』の下に並んだメニューの『申込方法』をク

リックして、さらに 『申込方法/団体受験』を開き、そのページにある『申し込みフォーム

へ』をクリックします。 

 

   ②  （検定試験の回ごとに新規申込が必要ですので、）新規に申込み手続きをする時は、

まず『団体 新規申込み』をクリックします。 

 

   

   １）新規の申込みでは、ＩＤ・パスワードからのログインはできません。次の（３）で説明する操 

作で、今(検定試験)回のログインＩＤ・パスワードを取得した後、申込み内容の確認、追加 

登録や登録内容を変更する場合に、今回取得したＩＤ・パスワードでログインします。 

   ２）ログインのＩＤ・パスワードは検定試験の回ごとに各団体に割り振ります。過去のものは使 

用できませんので、新規の申込み手続きを行って、新たにログインＩＤ・パスワードを取得 

してください。 

 

 

 
 

─ │↓↓╩◒ꜞ♇◒ 

⁸ ╖⅜ ≢∆ ↓─

≢│ │♪כⱤ☻꞉ה ≢∆ 

⌐ ⇔√ ⁸ ה ─

─ │⁸↓↓⌐ ╩♪כⱤ☻꞉ה ⇔≡  

https://nouken-info.net/dantai/login.php
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ⱷכꜟ▪♪꜠☻─ ⅔╟┘ ─ ╡ ™─ ה  

   ① （２）の『団体 新規申込み』をクリックして、『メールアドレスの入力／個人情報の取り扱い

について』画面へ入ります。 

 

   ② 『メールアドレスの入力』欄にメールアドレスを２回入力します。 

  

 

      １）可能な限り日常業務で使用するパソコンのメールアドレスを登録してください。登録

したアドレスに「メールアドレス確認メール」が直ちに送信されます。 

２）携帯電話のメールアドレスは登録できません。  

 

   ③ 次の『個人情報の取り扱いについて』、個人情報保護方針を確認して『同意して登録へ

進む』をクリックしてください。 

 

 

④ 入力したアドレスへ、直ちに「メールアドレスを確認した」旨のメールが返信されます。 

メールが受信できない場合は、操作の問題や迷惑メールとしてブロックされている可能

性もあります。再度同様の操作をしてください。それでもメールが受信できない時は検定事

務局にお問い合わせください。 

 

⑤ 申込み手続きは、送信されたメールに記載されたＵＲＬへアクセスして行います。ＵＲＬ 

をクリックすると、団体情報登録画面が開きます。 

 

 

 

 

 

╩ ⇔≡⁸ 

↓─Ⱳ♃fi╩ ⇔╕∆ 

≢ ∆╢ PC─ⱷכꜟ 

▪♪꜠☻╩  

ⱷכꜟ▪♪꜠☻╩ ⇔╕⇔√⁹ 
─URL┼▪◒☿☻⇔≡⁸ ⅝ ⅝⅔ ╖ ⅝╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

 
https://nouken - info.net/dantai/splace.php?sid=XaSIlSthzGdfF3YWKY_eyDmzMEsIag9LQl0cVDf

mRfw 
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─ ≤ ⇔ ╖─  

   ①  「メールアドレスを確認した」旨の返信メールのＵＲＬをクリックして、団体情報登録画面

を開きます。 

  

   ② 必要事項を入力します（必須項目に入力漏れがあると、次には進めません）。 

・ 学校・団体（会場）名【必須】 

・ 団体種別【必須】        ⇒ 該当する項目を選択 

・ 受験地（県番号）【必須】   ⇒ 都道府県名を選択 

・ 会場住所【必須】        ⇒ 〒番号は数字のみ入力(-は不要) 

・ 会場電話【必須】 

・ 会場 FAX 

・ 会場メールアドレス 

・ 試験(問合)担当者氏名【必須】 

・ 試験(門合)担当者連絡先電話番号 

  

    β ⌐ ⌂ ה ─   

・ 資材送付先名【必須】 

・ 資材送付先住所【必須】      ⇒ 〒番号は数字のみ入力(-は不要) 

・ 資材送付先電話番号【必須】 

・ 資材送付先 FAX 

・ 資材送付先担当者氏名【必須】 

・ 集荷希望有無【必須】      ⇒ 試験日の解答用紙等返送のための宅配集荷 

・ 集荷時間 

・ 備考欄                    ⇒ 検定事務局への連絡事項等をご記入ください 

 

 

      １）資材の送付先情報は、『会場情報を資材送付先情報へコピー』をクリックすると、入

力した会場情報がコピー入力されます。 

      ２）集荷時間は、「○時に集荷してほしい」という時間の指定はできません。 

      ３）集荷希望有無で『無し』を選択した場合､試験当日に解答用紙等の返送資材を、最

寄りのﾔﾏﾄ営業所またはﾔﾏﾄ便を取り扱うｺﾝﾋﾞﾆ等へ直接持ち込む必要があります｡

なお、集荷に当たっては、必ず「ご依頼主控え」をもらい保管してください（解答用紙

等の返送資材が届かない場合の追跡確認で必要です）｡ 

 

   ♅▼♇◒ β ⌐ ╢ ⌐≈™≡♅▼♇◒⇔≡ↄ∞↕™  

・ 試験官報酬の「要・不要」 

・ 行政財産使用申請書の「要・不要」 

・ 請求書発行の「要・不要」 

 

     

      １）確認事項は、当初いずれも「不要」になっています。必要な場合に「必要」にチェック
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を入れてください。 

      ２）試験官報酬は、「必要」にチェックした団体が、技術検定協会が送付する試験資材

に同封されている「申請書」に必要事項を記入して、試験当日の解答用紙等の返送

資材として提出してください（※）。 

      ３）行政財産使用申請書は、「必要」にチェックした団体へ、技術検定協会が定めた様

式の「申請書」を送付します（詳細は８．行政財産使用申請書の取り扱い）。都道府

県が定めた様式での申請が必要な場合は、システムの「備考」欄にその旨を明記し

て、技術検定協会に所定の申請書を送付してください。  

      ４）原則として受験料の「請求書」は発行しません。請求書を「必要」にチェックした団体

には、所定の「請求書」を送付します。また、請求書の宛名は団体名となりますの

で、別の宛名にする場合には、システムの「備考」欄に請求書の宛名を明記してくだ

さい。なお、「領収書」は、受験票送付時に団体へ送付します。 

 

④ 団体情報の必須項目を漏れなく入力して、確認画面へ進み、団体登録を確定します。 

 

   ⑤ 団体登録を確定した後に「会場情報の登録を完了した」旨の画面が表示されます。これ

で団体登録を受け付けました。次に、『受験者名簿の登録へ』をクリックして、受験者の登

録へ進みます。 

 

   ⑥ なお、ここで操作を中断して、時間をおいてから、受験者の登録を行うことも可能です。 

団体登録の完了後、技術検定協会から団体登録のメールが送信されて、“ＩＤ”と“パスワ

ード”が取得できます。次回からは、「申込フォーム画面（ログイン画面）」（15頁）から、そ

の“ＩＤ”と“パスワード”を入力してログインします。 

 

     

       上記の団体登録を確定した後に、「申込フォーム画面（ログイン画面）」で、“ＩＤ”と“パス

ワード”を使わずに、再度『団体 新規申込み』をクリックして、再び団体登録の操作をす

ると、新しい受け付けとなり、重複してダブって団体登録がなされますので、注意してくだ

さい。重複してダブって登録した場合は、誤って再度登録した分をキャンセル操作してく

ださい。 
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─  

  ① 受験者の登録 

   ⅰ）『受験者名簿の登録へ』（上記（４）の⑤）をクリックします。 

 

 

  

   ⅱ）受験者の登録には「一人ずつ登録」する方法と「一括登録」の２つがあります。 

 

    

受験者登録で使用できる漢字は“ＪＩＳ第２標準”までです。外字対応はしていませんの

で、該当する漢字がない場合は、類似の漢字を入力してください。学校等で作成した外

字で入力しても、受験票や合格証等は●（黒丸）で表示されます。 

 

  ② する場合、システムの入力フォームに氏名等の必要事項を入力します。 

入力フォームに、氏名（姓と名の間にスペース）、カタカナの氏名（姓と名の間にスペー

ス）、生年月日（西暦）、性別（チェックする）、受験級（チェックする）を入力して、『追加』ボタ

ンをクリックします。この操作を、受験者ごとに繰り返して登録します。『追加』された受験者

は、入力フォームの下のに表示されます。 
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  ③ 受験者の登録が多い場合は を利用できます。 

   ⅰ）入力フォームの左上の『一括登録はコチラ』をクリックします。 

   ⅱ)画面に表示された “ sample.xls ” をクリックして、エクセルファイルをダウンロードし、必

要なデータ（姓、名、姓のカナ、名のカナ、生年月日、性別、受験級）を、それぞれ入力

します。 

   ⅲ)入力したデータの部分のみをコピーして、テキストエリアに貼り付けてください。 

   ⅳ)データを貼り付けた後、『アップロード』をクリックすると、一括して名簿が登録されます。 
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  ④ ２級の実技試験免除の操作（※事前の免除対象校・指定学科登録が必要です。） 

   ⅰ）２級の受験者がおり、２級実技試験免除対象校あるいは指定学科の登録がなされてい

る場合には、２級の実技試験免除申請の操作を行います。 

   ⅱ)『２級実技免除申請はコチラ』をクリックすると、２級受験者のリストが表示されます。受験

者ごとに、「学年」を入力し、リストの中から受験者が在籍する学科、コースを選択しま

す。 

   ⅲ)受験者ごとの入力が終了したら、必ず『２級実技試験免除申請を行う』をクリックします。 

   ⅳ)免除申請された受験者には、受験者登録画面の２級の欄に「○免」が表示されます。 

   

    

免除申請をしている学校・学科・コースが選択肢に表示されます。ここに載っていない

場合は、免除申請がなされていませんので、免除申請を行ってください。申請済みの場合

には有効期限が過ぎていますので、事務局までお問い合わせください（詳細７．２級実技

免除の申請）。 
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免除申請された受験者の枠は「黄色」になります（免除申請されています）。 

 

免除申請後、受験者登録画面に戻ると、該当者の２級欄に「○免」と表示されます。 

 
 

 

  ⑤ 受験者の確定   

   ⅰ)受験者名の入力が終了したら、画面下の『受験者を確定する』をクリックします。 

   ⅱ)確認画面が表示されますので、受験者数、受験料を確認します。 

   ⅲ)内容が良ければ、その画面下の『受験者を確定する』をクリックすると、「登録を完了しま

した」が表示され、画面下が「登録済」となれば完了です。 

   

    

     上記ⅲ）の『受験者を確定する』をクリックしないと、受験者は確定しませんので、注意し

てください。必ず「登録済」が表示されていることを確認してください。 

 

 

 

 

∏ ⇔≡ↄ∞↕™ 
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                                                     ここを確認してください  

 

   

↓╣╩ ⇔≡

⅜ ≢∆ 

 ∏ ⇔≡ↄ∞↕™  
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⑥ 受験申込受付メールの確認、ＩＤとパスワードの取得 

     受験者の確定と同時に、受験申込の受付メールが登録したメールアドレスへ送信されま

すので、その内容を確認してください。 

 

    ≪受験申込受付メールの内容と送信画面例≫ 

      ○ 級別の受験者数と合計人数、級別の受験料額と合計額 

       ○ 振込先銀行口座 

       ○ 支払期限 

       ○ ログインＩＤとパスワード 

 

(メールの送信画面例） 

東京都立日本農業技術高等学校 様 
 

以下の受験申込を受付ました。 
 

1級 ： 1名 ： ￥2,570 
2級 ： 2名 ： ￥3,080 
3級 ： 3名 ： ￥4,620 
計  ： 6   ： ￥10,270 

 
以下の銀行口座へ、お支払いをお願いします。 

 
振込先銀行口座（この口座は今回限りの口座です） 
みずほ銀行 モクレン支店（639） 
普通 0000000 
全国農業会議所 

 
お支払金額：10,270 円 
お支払期限：2019/０/０ 

 

 

 

       １）今回の口座番号は、当該検定回の試験のみに割り振った番号ですので、試験ごと

に変わります。  

2)また、申込者（団体）ごとに口座番号は異なりますので、

 

        3)振込先である「みずほ銀行モクレン支店」は、検定振込専用のものです。 
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─ ה ─  

① 申込フォーム（『一般・団体 申し込みフォーム』）の画面を開き、上記の（５）の⑥で取得

したＩＤとパスワードを入力して、『ログイン』をクリックして、確認画面に入ります。 

 

② 登録内容を変更する場合（受験者名簿の変更・追加を除く）は、確認画面下の『登録内

容を変更』をクリックして、入力画面に入ります（受験者名簿の変更・追加の場合は、次の

（７）の操作になります）。 

 

③ 入力画面で変更する項目を訂正入力します。 

 
 
ログイン ID 990255 
パスワード AXXX7DC8  
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─ ה ─  

① 申込フォーム（『一般・団体 申し込みフォーム』）の画面を開き、上記の（５）の⑥で取得

したＩＤとパスワードを入力して、『ログイン』をクリックして、確認画面に入ります。 

 

② 受験級や氏名など受験者名簿の変更、追加や削除をする場合は、『受験者名簿を変

更』をクリックして、入力画面に入ります。 

 

③ 変更する受験者の欄の『変更』ボタンをクリックして、

変更の入力をしてください。 『削除』ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

④ 画面上段にある「入力フォーム」に氏名等の必要事項を入力

してください。 

入力後、新しく追加された受験者は、白色の枠で表示され、「申込」の欄も「未」が表示さ

れます。この状態では、受験申し込みはされていないので、画面右下の『受験者を確定す

る』ボタンを必ずクリックして、受験者の確定を行ってください。これにより、「申込」の欄が

「済」になり、追加の受験申し込みが完了します。 

 

 

  １）

 

２）

受験料を振り込んだ

後に受験生の追加等が発生した場合には、技術検定事務局へ連絡してください。 
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∏ ⇔≡ ↕™⁹ 
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╖─◐ꜗfi☿ꜟ─  

① 申込フォーム（『一般・団体 申し込みフォーム』）の画面を開き、上記の（５）の⑥で取得

したＩＤとパスワードを入力して、『ログイン』をクリックして、確認画面に入ります。 

 

② 確認画面の下段にある『申込をキャンセル』をクリックすると、団体受験の申込みがキャ

ンセルされます。 

 

   

    １）団体受験の申込をキャンセルした後の復活はできません。申込みが必要になった場合

には、最初から新たに申込みを行ってください。 

 ２)受験料の入金後のキャンセルは、原則として返金いたしません。 
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─  

 

 

２０２０年度の受験料（消費税込み）は、次のとおりです。 

β 10 ─ ╩ ⇔√ ╩ ∫≡™╕∆  

 

                

ₒ ₓ        

ₒ ₓ        

ₒ ₓ        

β ─ │ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⌐

⇔╕∆⁹ 

   

─  

   ① 団体受験の受験料は、実施団体が受験者の受験料を取りまとめて一括して、技術検定

事務局が指定した団体ごとの振込口座に振り込みます。 

   ② 請求金額および団体ごとの振込口座については、受験申込受付メールに記載されてい

ます（（５）の⑤、24頁参照）。 

 

(振込先の銀行口座例) 

・ 振込先銀行等 ： みずほ銀行 モクレン支店（支店番号６３９） 普通 ○○○〇〇〇〇  

・ 振込先名義   ： 全国農業会議所（ゼンコクノウギョウカイギショ） 

・ 振込人名義   ： 実施団体名（※振込口座番号でも識別します） 

  

 

    １）口座番号は、申込団体ごとに異なります。口座番号によって入金を管理していますの

で、 必ず受験申込受付メールに記載されている口座番号へ振り込んでください。 

    ２）また、口座番号は、当該試験のみに割り振った番号ですので、試験回ごとに変わります

（１回目の口座番号と２回目の口座番号は、同じ団体でも変わります）ので、ご留意くだ

さい。 

    ３）受験料の「請求書」が必要な場合は、申込みの際の「団体情報入力」時の請求書発行

欄に「必要」とチェックを入れてください。 

４）受験料は、支払期限までにお振り込みをお願いします。 

５）団体受験の場合、振込手数料は検定協会が負担します。振込手数料を差し引いた金

額を振り込んでください。 

    ６）受験料の振込後は、受験者のキャンセルがあった場合でも、受験料の返金はいたしま

せん。 

    ７）受験料の「領収書」は、受験票の送付時に同封いたします。 

     

 

 



- 31 - 

 

─  

 

( )  

 

 

 

 

 ─ ⅜≢⅝╢ ⁸☻כ◖ה ⅔╟┘ ─ ≤ ⅝│ ─≤

⅔╡≤∆╢⁹  

 

з   

ה    ☻כ◖

 ─ ╩ √⇔⁸ ─ ⅝╩ √ ⁸│☻כ◖ה ─ ╩ ⇔

√₈ ₉₈   ⁹╢∆≥₉☻כ◖

 ủ כ◖ה☻⌐⅔↑╢ ≢⁸ ─ ⌐ ─

─℮∟ ─ ⌂™⇔ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

 

 

  

⌐ ∆╢ ≈ ∆╢↓≤  

    

   

♩ꜝ◒♃⁸ ♩ꜝ◒♃ ⁸ ╡ ™ ⁸ ™ ה

⁸ ⁸ ⁸◖fiⱣ▬fi 

    

   

♩ꜝ◒♃⁸ ♩ꜝ◒♃ ⁸ ╡ ™ ⁸ ™ ה

⁸ ⁸ ⁸ ⅞ ꜡Ⱳ♇♩ 

    

   

♩ꜝ◒♃⁸ ♩ꜝ◒♃ ⁸ ╡ ™ ⁸ ™ ה

⁸ ⁸  

    

   

♩ꜝ◒♃⁸ ♩ꜝ◒♃ ⁸ ╡ ™ ⁸ ™ ⁸

⁸☻ⱪꜞfi◒ꜝ⁸כ☻Ⱨכ♪☻ⱪ꜠כꜘ 

    

   

♩ꜝ◒♃⁸ ♩ꜝ◒♃ ⁸ ╡ ™ ⁸ ™ ה

⁸ ⁸┤ ⁸  ꜝכⱬꜟכ꜡⁸

    

   

 

ה ⸗▬ה ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸

⁸╝℮╞⇔ה⧵╖ ─ ⁸ ⁸ⱨꜞכ☼♪ꜝ▬ ⁸꜠♩ꜟ

♩  

 

 

   

 ─∆═≡─ ⅜≤⌂☻כ◖ה ─ ╩ √⇔⁸ ─ ⅝╩ √ │⁸

─ ╩ ⇔√₈ ₉≤∆╢⁹  

 

 



- 32 - 

 

   

 ≤│ ─ ≤∆╢⁹  

─ ╩ √∆ ┘╟⅔☻כ◖ה ⌐ ⇔≡™╢ ה ◖

┘╟⅔☻כ   

─ ≢ ⅜ ∆╢ ∆╢ ─ ╩ ⇔√  

─ ╩ √∆ ┘╟⅔☻כ◖ה ╩ ╕√│ ⇔√   

─ ╩ ∆╢ ─ ╩ ╗   

─ ╩ ∆╢ ─ ⅔╟┘  

─ ╩ ∆╢ ─  

∕─   

⌐ ⇔⌂™ ≢⁸ ─ ⌐╟∫≡ ╘╠╣√   

 

и ⅝  

ה  ┘╟⅔☻כ◖ ─   

 ⁸ ⅜ ╘╢ ⌐ ╩ ⇔⁸

⁸ ⁸◦ꜝⱣ☻( ⌂≥╩ ╗) ╩ ─ ⁸ ⌐ ∆╢⁹⌂

⅔⁸ ⌂≥⌐ з─ ⌐№╢ ─℮∟ ─ ⅜ ⌐ ↕

╣≡™⌂™ │⁸ ⅜ ™⌂ↄ ⌐≈™≡ ⇔≡™╢ ╩

∆╢ ⅜ ⇔≡№╢╙─ ╩ ה ∆╢↓≤

─ │ ⌐ ╦⌂™ ⁹ 

 ╕√⁸ ─ ╛ ⌂≥≢ ⌐ ⅜ ∂√≤⅝│⁸ ╛⅛⌐

┼ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ה ┘╟⅔☻כ◖ ─ ╩ ℮↓≤≤∆╢⁹  

 

 ─   

 ─ ╩ ╘╢ │⁸ ⅜ ╘╢ ⌐ ╩ ⇔⁸

╩ ⇔≡ ⌐ ∆╢⁹ 

з ─ ╩ √∆ ┘╟⅔☻כ◖ה ⌐ ⇔≡™╢ ה ◖

┘╟⅔☻כ  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ≤ ⁸ ⁸◦ꜝⱣ

☻( ⌂≥╩ ╗) ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

ה  ⅜ ∆╢ ─ ╩ ⇔√  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐╟╡з ─ ─℮∟

─ ⌂™⇔ ╩ ⇔≡™╢ ╩ ─ ⁸

⌐ ∆╢⁹ 

  ⅜ ∆╢ ╩ ⇔√  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸₈ ⌐ ∆╢ ₉─

╩ ─ ⁸ ≡⌐ ∆╢⁹ 

 ⅜ ∆╢₈ ◐ꜗ

≢₉ ☻כ◖▪ꜞ ─ ─ ╩ ⁸╕√│₈♅ꜗ꜠fi☺ ⱨ

╩₉ꜟכ◒☻ⱶכ□ ⇔√  

    ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ╩ ─ ⁸ ≡⌐ ∆╢⁹ 



- 33 - 

 

з ─ ╩ √∆ ┘╟⅔☻כ◖ה ╩ ╕√│ ⇔√   

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ה ╕√│ ╩ ⇔

≡⁸ ⌐ ∆╢⁹  

─ ╩ ∆╢ ─ ╩ ╗   

  ᵑ   

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ⅜ ∆╢ ╕√│

─ ─ ╩ ∆╢╙─ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

  ᵒ ─  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ з─ ⌐№╢ ─℮∟ ─ ╩

∫√ ╩ ⇔≡™╢↓≤⅜╦⅛╢ ─ ╕√│

≤⁸ ⅜ ─ ╩ ∆╢ ─ ⇔ ╩ ─ ⁸

⌐ ∆╢⁹ 

─ ╩ ∆╢ ─ ⅔╟┘  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ⅜ ∆╢ ╕√│

╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

─ ╩ ∆╢ ─  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ⅜ ∆╢ ╕√│

╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

∕─  

   ─ ⌐ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

 

й ה ⁸☻כ◖ ─  

ה  ┘╟⅔☻כ◖ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ ─

⅛╠ ≤∆╢⁹⌂⅔⁸ ⁸☻כ◖ה ─ ⅜№∫√ │ ≤⇔⁸

∆╢⁹ 

 

к  

 ─ │ , ╖ ≤⇔⁸ ─ ⌐

╡ ╗↓≤≤∆╢⁹ │ ─ ≤∆╢⁹ 

ₒ ₓ╖∏╒    

ₒ ₓ  

ₒ ₓ  



- 34 - 

 

 

 

        

   

 

                 

                

 

ⱨꜞ●♫                

             

 

ⱨꜞ●♫                               

                             

 

 ₔ                          

 

                             

 

                              

β ⌐ ⅜ ⌂╙─            

 

⁸ ≤™℮⁹ ⌐ ≠⅝⁸ 

─≤⅔╡ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 ─ з─    

⁸☻כ◖⁸     

                               

    

                            

    

                                

 ─ ⅜≢⅝╢  



- 35 - 

 

₡ ₢ 
 ₈  ─ ₉ 

─ ─ ⌐│⁸ ─ ∆╢ з─ ╕ √│ ≤

∆╢ ⁸☻כ◖⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 ₈  ₉ 

и─ ⌐ ∆╢  │⁸ ─ ╕√│

─ ─ │◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 ≤ ─ ⅜≢⅝╢ ⌐≈™≡ 

⌐⅛⅛╢ ⅔╟┘ ─ ⌐⅛⅛╢ │⁸

≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ │ ─↔ ≤↕∑≡™√∞⅝╕∆⁹ 

─ ⌐⅔ ╡ ╖™√∞™√ ─ ─ ⇔⁸╕√│ יִ ─╖

─ ⇔╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ↔ ╩ ≢⅝╢╙─ ⁸

 

 

 ╡ ╖  

ₒ ₓ╖∏╒    

ₒ ₓ  

ₒ ₓ  

 

  

─ │ ─ ⅜ ╡√ ⅛╠ ≤∆╢⁹⌂⅔⁸

⁸☻כ◖ה ─ ⅜№∫√ │ ≤⇔⁸ ∆╢ ≤∆╢⁹ 

 

 ─╖  

β │⁸ │   ⌐ ≤⌂╡╕∆⁹↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

ₔ102- 0084 

 ⱦꜟ  

(  №™⅔™♬♇☿▬ ⱦꜟ )  

 

 

  

β ─ ⌐ ╩∆╢≤⁸1 ∏≈─ ⅝⅜ ⌐⌂╡╕∆⁹№╠⅛

∂╘ ≤⇔≡ ╩∆╢↓≤╩⅔ ╘™√⇔╕∆⁹ 



- 36 - 

 

⅔╟┘ 

⌐⅛⅛╢  

      

 

   

ⱨꜞ●♫                               

               

 

                 

      

      

                             

                             

 

    ₔ                          

                             

 

                              

β ⌐ ⅜ ⌂╙─            

 

⁸ ≤™℮⁹ ⌐ ≠⅝⁸

─≤⅔╡ ─ ⅔╟┘ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 ─ ה  

⁸       

 

 ─ з─ ─    

 

  

 

 ─ ⅜≢⅝╢  



- 37 - 

 

₡ ₢ 

 ─ ⅔╟┘ ─ │⁸ │ ⅛⌂ↄ≡ ≢∆⁹ │

─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ │ ⌐ ⅜≈ↄ

╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 ₈ ─ ₉ ≤ ∂≢∆⁹ │ ─ ⌐ ↕╣≡™╢

≢∆⁹ 

 

 ₈ ─ ₉─ ⌐│⁸ ─ ∆╢ з─ ─

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 ₈ ₉⌐≈™≡ 

и─ ─ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ∆╢ ─

╕√│ ─ ─ │◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ╩ ⇔≡

ↄ∞↕™⁹ 

 

и─ ─ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢ │⁸ ╩ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 

 

и─ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ╕√│ ⇔√ ─

ה ╕√│ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

и─ ─ ─ᵑ⌐ ∆╢ │⁸ ∆╢ ─ ⅜

∆╢ ╕√│ ─ ─ ╩ ∆╢╙─ ╩

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

и─ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ∆╢ ─ ⅜

∆╢₈ ─ ╩ ∆╢ ₉ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 ≤ ─ ⅜≢⅝╢ ⌐≈™≡ 

⌐⅛⅛╢ ⅔╟┘ ─ ⌐⅛⅛╢ │⁸ √

╡ , ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ │ ─↔ ≤↕∑≡™√∞⅝╕∆⁹ 

─ ⌐⅔ ╡ ╖™√∞™√ ─ ─ ⇔⁸╕√│ יִ ─╖

─ ⇔╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ↔ ╩ ≢⅝╢╙─ ⁸

 

 

 ╡ ╖  

ₒ ₓ╖∏╒    

ₒ ₓ  

ₒ ₓ  

 



- 38 - 

 

  

β │⁸ │   ⌐ ≤⌂╡╕∆⁹↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

ₔ102- 0084 

 ⱦꜟ  

(  №™⅔™♬♇☿▬ ⱦꜟ )  

 

 



- 39 - 

 

β ה и ─  

⌐⅛⅛╢  

 

        

   

               

                

 

              

 

⁸ ≤™℮⁹ ⌐ ≠⅝⁸

─ ╩ ∆╢⌐№√╡⁸ ─ │ ה ≢№╡

─ ⌐ ⇔≡™╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 

                               

ה                            

    

ₔ                             

                                

              

  

                               

 

 ─  

                               

 ─  

                               

  

ה   ─ ה ⅜ ≢⅝╢  

ה ─ ⅜≢⅝╢  

  β ה ה ─ │∕─ ─ ⇔╩ ⁹ 

 



- 40 - 

 

β ┘ ─ и ─ᵒ  

⌐⅛⅛╢  

 

        

   

               

               

 

              

 

⁸ ≤™℮⁹ ⌐ ≠⅝⁸

─ ╩ ∆╢⌐№√╡⁸ ─ │ ─ ≢№╡⁸

─ ⌐ ⇔≡™╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 

                               

ה                            

              

              

     

ₔ                             

                                

              

ה   

                               

 ─  β ─  

                               

 ─  

                               

  

ה   ─ ה ⅜ ≢⅝╢  

ה ─ ⅜≢⅝╢  

 



- 41 - 

 

─ ╡ ™ 

 

⅝  

① 「行政財産使用申請」が必要な場合には､技術検定事務局が申請手続きをします。 

申請が必要な団体は､申込み手続きをする際に､団体登録画面にある確認事項の「行政財

産使用申請書｣欄に｢必要｣とチェックを入れてください｡ 

チェックをした団体には、技術検定事務局の様式による｢行政財産使用申請書｣(次頁参

照)を“団体の長”あてに郵送します｡  

② 都道府県等が定めた様式での申請が必要な場合には､必要事項を記入の上で､郵送ある

いはメール（kentei@nca.or.jp）にて、申請様式を技術検定事務局に送付してください｡なお､

団体情報登録の際に､その旨を備考に記入してください｡  

 

─ ™  

行政財産の使用料等が発生する場合には､請求書など必要書類を技術検定事務局へ郵

送してください｡ 

mailto:kentei@nca.or.jp
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（様 式） 

 会議所発第  号 

 年 月 日 

 

    ○○〇〇高等学校長  殿 

 

全国農業会議所 

日本農業技術検定協会 

会長 二田 孝治 

 

行政財産使用許可申請書 

 

 謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日本農業技術検定の実施について

は、日頃より格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、○○年度第○回日本農業技術検定の実施に当たって、行政財産の使用について許可

を受けたいので、下記のとおり申請いたします。 

敬具 

記 

 

１．使用財産 

  名  称   ○○高等学校 

  所在地      

  使用場所    

 

２．使用目的 

  農林水産省・文部科学省後援 日本農業技術検定試験の実施 

 

３．使用期間 

     年 月 日（土） 

   

４．使用料 

  ご指示のとおり  

 

 

                                        この件の問い合わせ先 

                                           日本農業技術検定協会 事務局 

                                           一般社団法人全国農業会議所 

                                               〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-6  

TEL 03-6910-1126 
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ה ─  

 

─  

   ① 受験票の発送 

      ２週間が過ぎても、受験

票が届かない場合には、技術検定事務局に連絡してください。 

 

   ② 受験票の確認 

      受験票が手元に届いたら、受験者名、受験級など誤りがないか必ず確認してください。 

     受験者名等に誤植等がある場合には、試験当日、「試験資材」の中にある「受験者デー

タ修正票」で修正箇所を記入して、解答用紙等とあわせて返送してください。 

なお、受験票の再発行はできません。また、使用できる漢字は、ＪＩＳ第２標準で、外字対

応はできませんのでご了解ください。 

 

─  

   ① 試験資材の発送 

     試 こ

れを過ぎても到着しない場合には、技術検定事務局に至急連絡してください。 

 

   ② 試験資材の確認 

     試験資材が到着したら、同封の「試験資材チェックリスト」で、試験問題や解答用紙など

の試験資材が確実に送付されているかを、必ず確認してください。「チェックリスト」には、確

認日と確認者名を記入してください。 

    送付漏れがあれば、直ちに技術検定事務局に連絡してください。 

    また、「チェックリスト」は、試験終了後、解答用紙等とあわせて技術検定事務局へ返送し

てください。 

 

    

   

 

 

   ③ 試験資材の保管 
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─ ≤ ─  

 

─  

     試験結果は、第１回目は８月末、第２回目は翌年１月末までに通知します（試験後１か月を

目標にしています）。 

     団体受験の場合は、「受験者の得点一覧」と「合格証」等を実施団体に一括送付します。 

  

─  

     ３級の場合、学科試験合格者には「３級合格証」を送付します。 

     ２級試験・１級試験の場合、学科試験のみの合格者にはそれぞれの級の「学科試験合格

証明書（選択科目名入り）」を交付します。 

２級実技試験免除を受けている場合、あるいは２級実技試験の合格者には、「２級合格

証」を交付します。 

     また、１級の実技試験免除を申請された場合、あるいは１級実技試験の合格者には、「１

級合格証」が交付されます。 

  

                            ( ３級 )       ( ２級 )          ( １級 )  

       学科試験合格       合格証       合格証明書      合格証明書 

       実技試験合格          －           合格証          合格証 

        実技試験免除者        －           合格証          合格証 

 

─ ┼─  

送付した合格証等の名前等に誤り・誤植がある場合は、技術検定事務局に連絡してくだ

さい。訂正のうえで送付いたします。なお、外字対応はできませんので、ご了承ください。

（合格証を再発行する場合には有料になります） 

 

─  

  ᵑ ⅝ 

合格証等の再発行が必要な場合は、「合格証・合格証明書再発行申請書」に必要事項 

     を記入のうえ、技術検定事務局へメールあるいは郵送、FAX で申し込んでください。 

     手数料（800 円）の入金を確認後、合格証等を送付します。 

 

     ※記入事項 ： 受験番号（不明でも可）、合格年度・受験回、合格級、都道府県名、 

氏名（フリガナ）、校名・団体名、合格証等の送付先の住所・郵便番号・ 

担当者氏名等 

※「申請書」の様式例は、日本農業技術検定ＨＰから入手することができます。 

 

ᵒ ─ ＊振込手数料は申請者負担となります） 

      【振込口座】みずほ銀行 銀座支店 普通預金 

【口座番号】２７７２３６４  

【口座名義】一般社団法人全国農業会議所 
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  ─  

 

─  

     団体受験の実施団体は、試験官として１名以上を配置してください。試験官数は、受験

者数に応じて実施団体で決めてください。 

      なお、厳正に試験を実施するため、可能な限り１室２名で担当するように配慮してくださ

い。 

 

─  

     団体受験実施団体の試験官は、就任に当たって、以下の事項を定めた誓約書を技術検

定協会に提出していただきます。試験当日、「試験資材」の中にある「試験官誓約書」に必

要事項を記入して、解答用紙等とあわせて返送してください。 

     なお、試験に不正があった場合は、団体受験者全員の合格を取り消します。 

  

 ≪誓約事項≫ 

      ① 試験運営マニュアル等試験に関する規程を遵守すること 

      ② 試験問題等を試験実施日まで適正に管理し、問題を漏洩しないこと 

      ③ 職務上知り得た情報を開示、漏洩しないこと 

      ④ 試験実施に当たっては、厳正公正に行うこと 

    

    

   １）試験官が複数になる場合は、「誓約書」は代表者１名の提出で差支えありません。 

     ２）都道府県農業会議の場合は「誓約書」の提出は不要です。 

 

 

申込み手続きの際､団体登録の「試験管報酬」に「必要」とチェックした団体には、試験官

報酬として、１人当たり２，０００円を支払います。また、１級試験（第２回検定のみ実施）まで担

当した試験官には２，０００円を追加します。 

 

─  

第１回目、第２回目の試験当日、「試験資材」の中にある「試験官報酬申請書」に必要事項

を記入して、解答用紙等とあわせて返送してください。 

原則、試験官個人にお支払いしますので、個人単位で１人１枚の「申請書」を提出してくだ

さい。申請者が複数の場合には、「申請書」を複写して人数分を提出してください。 
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（様式） 

 

日本農業技術検定の団体受験における試験官誓約書 

 

    年   月   日 

 

 

 日本農業技術検定協会 会長  殿  

 

                 団 体 名 

 

                   フリガナ 

                 試験官名            印 

  

                 住所 〒  

 

 

                 電話番号 

 

 

 日本農業技術検定の団体受験（    年第  回）の試験官就任に当たり、下記事項の遵守を

誓約します。 

 

記 

 

 １．試験運営マニュアル等試験に関する規程を遵守すること。 

 ２．試験問題等を試験実施日まで適正に管理し、問題を漏洩しないこと。 

 ３．職務上知り得た情報を開示、漏洩しないこと。 

 ４．試験実施に当たっては、厳正公正に行うこと。 

  

 なお、万が一不正があった場合には団体受験者全員の合格を取り消されても異議ありません。 

 

注意事項 

  ＊全ての試験官は、この誓約書をご提出ください。 
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₈ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ₉⅔╟┘₈ ◘▬♩ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ₉ 

 

₈ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ₉⌐ ≠™√ ─  

     試験当日は、試験資材として送付する「試験運営マニュアル」に基づいて、試験を運営

してください。①試験監督の留意事項、②試験当日の動きと手配、③試験官のアナウンス

の内容などを記載しています（次項以降参照）。 

 

₈ ◘▬♩ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ₉─ ⌐≈™≡  

     団体受験の申し込みに関する「団体申込みフォーム」の操作については、この「団体受

験ガイドブック」でも紹介していますが、「団体申込サイト 操作マニュアル」を、システムのロ

グイン画面（一般・団体 申込フォーム） の「団体申込みフォーム」の下段にある「マニュア

ルはこちら」をクリックして入手することができますので、ご活用ください。 
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 (12 )  

 

 

:  

ₒ ─ ₓ  

1. ─ ⌐ √∫≡│ ⅛≈ ⌐ ℮ │ ╩ ╣∏ ╩∆╢ 

2. │ 20 ⌐ ╡ ⇔ ─ ≢ ↕∑╢ √∞⇔ ─ │ ╘

⌂™   

3. ╩ ╣√ ≢№╢↓≤╩ ─℮ⅎ ─ ⌐ ╩

⇔≡ ↕∑╢ ⌂⅔ ╣√ │ ⌐ ┼ ∆╢╟℮

ⅎ╢   

4. ⅜ ∆╢ │ ╕√│ ⌐ ╡ ╩ ╦⌂™╟℮⌐ ∆╢  

5. │ ─ ╣⅜⌂™╟℮⌐ ∆╢  

6. ─ ⅜ ∂√ ⌐│ ─ ╩≤╢ ∕─ ╩ ∫√ │ ╛⅛⌐

┼ ∆╢   

7. ⌐│ ─ ⅜№╢⅛≥℮⅛╩ ∆╢  

ₒ ₓ  

A= ( ќ ќ ─ ќ ─ ќ

)  

B= ( ─ ќ ќ ─ ќ ќ) ─ │

⌂™↓≤≤⇔≡™╕∆  

ₒ ⌐ ↄ ┼─ ₓ  

1.B│ ╩ ─ ╕≢ ╣≡ ↄ №╕╡ ⌐╦√╢╟℮⌂╠┌ ╩⅛↑╢ │

╩ ╣⌂™  

2.B│ ╦╡ ╩ ┼ ╣ ╢   

ₒ ╩ ⇔√ ─ ₓ  

1. │ ─ ™─№╢ ╩ ⇔√ │ ∟⌐ ╩ ⅎ╢≤≤╙⌐

╩ ∫√ │ ↕∑╢ ╩ ⅎ╢  2. ─ ╩⇔√ ⌐│ │ ∟⌐

╩ ∏╢ ⌐│ ─ ╩ ∆ 1. ─ ⅎ┌ ≢─

─ ╡ ╦⇔ ─ ╙↓╣⌐ ∂√ ╡ ™≤∆╢  

ₒ ─ ™ ⌐≈™≡ₓ  

⌐ ↕╣╢ ⌐ ∆ │ ─9 ╩ ⇔≡™╢ ∕─√╘ ─

╩3,2, 1 ⌐ ∫≡ ∆╢  ( )  

3  

2  

1  

 

 

  

1613102345001  

1612102345001  

1611102345001 
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 Ａ Ｂ 

 ８：４５ 会場集合、事務室で試験資材を受け取る。 

 ８：４５ 

 

試験問題、解答用紙の数量を確認する。 

 

①机に座席ラベルを貼る。 

②試験室ドアに案内紙を貼る。 

 ９：３０ 

 

３級受験者を会場に入室（以下、「当日のア

ナウンス」）させる。 

受験者に入室を促す。 

 

 １０：００ ３級試験開始。  

 １０：２０ 

 

 

３級受験者名簿兼出欠リストに記入する。 

 

 

出欠が確定した時点で、試験会場を巡回し

受験者の写真と本人の照合を行い、受験票

を回収する。 

 １０：４０ 

 

 

３級試験終了。 

回収した受験票、解答用紙、受験者名簿兼

出欠リストをＢに渡す。 

①受験票、②３級解答用紙、③３級受験者名

簿兼出欠リスト（氏名等の修正がある場合は

④「データ修正票」）を袋に詰める。→保管 

 １０：５０ 

 

 

 

 

３級だけの試験会場は、実施報告書を作成

し、Ｂに渡す。 

２級受験者を会場に入室（以下、「当日のア

ナウンス」）させる。 ３級から２級の間は限ら

れた時間なので機動的に対応する。 

※実施報告書を袋に詰め、返送する 

 

受験者に入室を促す。 

 

 

 １１：１０ ２級試験開始。  

 １１：３０ 

 

２級受験者名簿兼出欠リストに記入する。 

 

出欠確定した時点で、受験票の写真と本人

を確認しながら受験票を回収。 

 １２：１０ 

 

 

２級試験終了。 

回収した受験票、解答用紙、受験者名簿兼

出欠リストをBに渡す。 

①受験票、②２級解答用紙、③２級受験者名

簿兼出欠リスト（氏名等の修正がある場合は

④「データ修正表」）を袋に詰める。→保管 

 １２：１５ 実施報告書を作成し、Ｂに渡す。 ※実施報告書を袋に詰め、返送する。 

 １２：１５  昼食・休憩 

 １２：３０ 

 

１級受験者を会場に入室（以下、「当日のア

ナウンス」）させる。 

受験者に入室を促す。 

 

 １３：００ １級試験開始。  

 １３：２０ 

 

 

１級受験者名簿兼出欠リストに記入する。 

 

 

出欠が確定した時点で、試験会場を巡回し

受験票の写真と本人の照合を行い、受験票

を回収する。 

 １４：３０ 

 

 

１級試験終了。 

回収した受験票、解答用紙、受験者名簿兼

出欠リストをBに渡す。 

①受験票、②１級解答用紙、③１級受験者名

簿兼出欠リスト（氏名等の修正がある場合は

④「データ修正表」）を袋に詰める。 
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１４：３５ 実施報告書を作成し、Ｂに渡す。 ※実施報告書を袋に詰め、返送する。 

１４：３５～ 回収に来たヤマト運輸の担当者に渡す。あるいは最寄りのヤマト運輸営業所に持ち込む。 

これで終了です。 

※ 受験者の受験級によって終了時間が異なりますので、機動的な対応をお願いします。 

※ 第１回試験（７月検定）は、１級試験がありません。 
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∕─  

 

─ ↑ ╣ ─ ≤ ↑ ╣↔ ─⅔ ™ 

     団体受験の会場で一般受験者の受け入れについて、意向と受け入れ可能人数を試験

実施前に確認いたします。 

     一般受験者の受け入れが「可能」と回答いただいた団体は、試験会場の１つとして、当

技術検定のホームページ上に掲載いたします。 

     受験会場を増やして一般受験者の受験機会を拡大するため、一般受験者の受け入れ

にぜひともご協力をお願いいたします 

 

⅔ ™ ╦∑⌐≈™≡ 

     試験の実施に当たって、当「ガイドブック」に記述した以外に必要書類がある場合や記述

内容に不明な点等がありましたら、技術検定事務局までお問い合わせください。 
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発行:日本農業技術検定協会 （事務局:一般社団法人全国農業会議所) 
 
β │⁸ │   ⌐ ≤⌂╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 5- 6  

ＴＥＬ：０３－６９１０－１１２６ 

ＦＡＸ：０３－３２６１－５１３１  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:https://www.nca.or.jp/support/general/kentei/ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:kentei@nca.or.jp 

 

日本農業技術検定協会は、(一社)全国農業協同組合中央会、全国町村会、全国農業高等学

校長協会、全国農学系学部長会議、全国大学附属農場協議会、全国農業大学校協議会、（一

社）全国農業改良普及支援協会、（公財）農民教育協会、（公社）国際農業者交流協会、（一社）

日本農業機械化協会、（公社）日本農業法人協会、（一社）全国農協観光協会、（一社）農山漁

村文化協会、（一社）全国農業会議所（事務局）の１４団体から構成されています。 

 


